
 

 

 

 

 

インフルエンザ予防接種を福利厚生で行う際の 

留意点 

 

◆インフルエンザが流行シーズンに突入 

厚生労働省は３日、令和７年第39週の定点当たり報告数が

1.00を上回り、インフルエンザが流行シーズンに入ったこと

を発表しました。例年より２カ月ほど流行入りが早いことや

、昨年の報告数が統計史上最多となった原因として、ワクチ

ン接種率の低下が指摘されていることから、早めの予防接種

を推奨することが望ましいと考えられます。 

 

◆インフルエンザワクチンについて 

毎年の予防接種では、国内・国外の動向を鑑みて流行する

と予測された型のワクチンが使用されます。今年度から、日

本で使用されるワクチンが４価から３価へと変更されました。

これは世界的に検出されていないウイルス株であるＢ／山形

系統を除くとしたＷＨＯの方針に基づいた決定です。インフ

ルエンザワクチンの研究も進んでおり、昨年に製造販売が承

認されたワクチンもあるので、専門家と相談して予防接種に

使用するワクチンを選択しましょう。 

 

◆留意点 

予防接種の費用を会社で負担した場合、著しく高額ではな

く、業務上必要であり、従業員全員を対象としている場合は

福利厚生費として経理処理できます。 

しかし、予防接種を強制することはできないことに注意が

必要です。インフルエンザ予防接種は法的な強制力がなく、

会社が接種を強制することはパワハラ問題に繋がりかねませ

ん。また、アレルギーや既往症等による副反応のリスクもあ

るため、推奨制度を作成する場合はパワハラ防止の周知を含

めたトラブル対策を講じましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

コロナウイルス等の他の感染症も警戒する必要もありますが、

マスクの着用や手洗いといった生活習慣による予防にも限界

があります。感染による業務停滞を防ぐには、会社がインフ

ルエンザ予防接種を推奨することも重要です。 

 

【 厚 生 労 働 省 「 イ ン フ ル エ ン ザ に 関 す る 報 道 発 表 資 料

2025/2026シーズン」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_ir

you/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou_00023.html 
 

 

11 月は「過労死等防止啓発月間」です 

 
厚生労働省では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」とし

て定め、過労死や過重労働の防止に向けた啓発活動を全国的

に行っています。この取組みは、国民一人ひとりが過労死等

の問題を自分のこととして捉え、理解を深めるきっかけとな

るよう企画されています。 

「過労死等」とは、①業務における過重な負荷による脳血

管疾患・心臓疾患を原因とする死亡、②業務における強い心

理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、③死

亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障

害をいいます。 

 

◆「過労死等防止対策推進シンポジウム」と周知活動 

月間中、全国47都道府県で「過労死等防止対策推進シンポ

ジウム」が開催されます（東京は２会場）。シンポジウムで

は、過労死遺族による体験談の紹介や、メンタルヘルスなど

専門家による講演が予定されており、誰でも無料で参加可能

です（事前申込み制）。申込方法や開催日程などは、厚生労

働省の特設ページで案内されています。 

このほか、ポスター掲示やリーフレットの配布、インター

ネット広告の活用など、さまざまな媒体を通じて過労死等の

防止に関する広報活動が実施されます。 

 

◆過重労働解消キャンペーンも実施 

同時に「過重労働解消キャンペーン」も展開され、⾧時間

労働の是正や賃金不払残業の解消に向けた取組みが強化され

ます。労働局による重点的な監督指導、労働相談の集中受付

期間の設定、特別相談日の設置、各種セミナーの開催などが

予定されており、働き方の見直しが促されています。 

 

企業には、労働者の健康と安全を守るため、過重労働を防

止する取組みを継続的に進めていくこと求められています。 

 

【厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64204.html 
 

 

11 月の税務と労務の手続期限［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局また

は銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用し

た労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

17 日 

○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書（10 月 31 日の現

況）の提出［税務署］ 

12 月 1 日 

○ 所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞［郵便局または

銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提

出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）

＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 
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